
はじめに

世界各国で電力自由化が進められているが，その進め

方や電力市場制度は区々である。北欧やドイツでは自由

化により市場が十分機能し，電力価格も低下している一

方，英国や米国カリフォルニア州のように当初の目論見

通り進展せず，市場制度の見直しや自由化を凍結した事

例もある。自由化の成功は単なる制度的な問題よりもむ

しろ発電事業者の数，規模，電源の種類，需給バランス，

電力価格の水準といった市場環境にある１）とも言われ

ている。本稿では各国の電力自由化形態，電力市場構成

および自由化の効果等を紹介するとともに，電力自由化

に伴い新たに生れたビジネスについて概説する。

１．ヨーロッパの動き

ヨーロッパにおける電力自由化の最初の動きは，市場

統合の一環として，EU内各国間の電気料金格差の解消

を目指して1987年にEU委員会から出された「域内エネ

ルギー市場」構想に始まる。1997年にEU指令が発効し，

発電における競争，発電・送電・配電の会計分離，小売

市場の一定シェア開放（1999年２月までに27％，2003年

２月までに32％）に関する国内法整備が義務付けられ，

2000年５月に全加盟国における国内法化が完了した。

一方，その動きとは別に英国ではサッチャー政権の下，

非効率な国営事業の民営化が進められた。1990年３月に

電気事業再編が行われ，４月から発電部門が全面的に自

由化されるとともに，小売部分自由化も実施された。ま

た，ノルウェーにおいても1991年に電力自由化が実施さ

れ，1996年には北欧各国間での電力取引を行う国際電力

取引所，ノルド・プールがノルウェーの電力取引所を発

展させる形で設立された。

現在，ヨーロッパにおいて全面自由化が行われている

のは，英国，スウェーデン，フィンランド，ドイツ，オ

ーストリア，ノルウェーの各国である。ポルトガル，フ

ランス，イタリア，ギリシャ，ルクセンブルグの５ヵ国

は部分的自由化にとどめる意向であったが，2002年の欧

州理事会で家庭用を除いての全面自由化が決定された。

図１にヨーロッパにおける自由化度を示す。

EU電力指令では，2000年に年間消費量2,000万kWh以

上の需要家，2003年には年間消費量900万kWh以上の需

要家を対象として自由化することが義務付けられてい

る。この結果，EU全体の自由化率は，2000年は66％で

あるが，2003年には75％となる２）。

２．米国の動き

1992年に公益事業持株会社法が改定され，複数州にわ

たる発電事業が可能となり，多くの事業者が卸電力事業

（IPP：Independent Power Producer）に参入し，発電部

門の自由化が始まった。1995年にはFERC（Federal Energy

Regulatory Commission）が卸電力の再販を認め，1996

年にはFERC命令888，889により米国内の電力会社に独

立系統運用体（ISO：Independent System Operator）の

設置と送電線のオープンアクセスを義務付けた。その結

果，各州において電力の小売自由化の議論が進められ，

1998年３月の時点で15州が小売自由化を法制化した。特

にカリフォルニア州では，当時電力料金が全米平均の

1.5倍と割高だったこともあり，1998年３月から完全自

由化を実施した。当初は電力料金も10％引き下げられ順

調に滑り出したが，市場制度や市場環境，気候等の各種

要因により，2000年には卸売価格が自由化前の10倍以上

に高騰した。2001年１月31日にカリフォルニア電力取引
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図１　ヨーロッパ各国の自由化度

アイルランドアイルランド
3030％ オランダオランダ

3333％

デンマークデンマーク
9090％

ベルギーベルギー
5252％ ルクセンブルグルクセンブルグ

5757％

ドイツドイツ
100100％

ポルトガルポルトガル
4949％
スペインスペイン
5353％

フランスフランス
3030％

イタリアイタリア
3535％

オーストリアオーストリア
100100％

ノルウェーノルウェー
100100％

スウェーデンスウェーデン
100100％

フィンランドフィンランド
100100％

ギリシャギリシャ
3434％

アイルランド
30％ オランダ

33％

デンマーク
90％

ベルギー
52％ ルクセンブルグ

57％

ドイツ
100％

ポルトガル
49％
スペイン
53％

フランス
30％

イタリア
35％

オーストリア
100％

ノルウェー
100％

英国英国
100100％

スウェーデン
100％

フィンランド
100％

ギリシャ
34％

英国
100％



所は停止し，現在自由化は凍結されている。2001年７月

現在で，24州で電力再編法が成立し，17州（ワシントン

D.C.を含む）で自由化を開始しているが，カリフォルニ

ア州の電力危機以後に自由化法を制定した州はない。ま

た，自由化法制定済みの州においてもネバダ，ニューメ

キシコ州など９州で実施を延期している（図２）３）。米

国内の電力料金は州により大きな差があるため，料金の

安い州は自由化に反対しており，また，地域間を結ぶ連

系送電線が弱いことから自由化が叫ばれているほどには

実態は進んでいないといえる。

比較的順調に電力取引所が機能している事例として北

東部３州（ペンシルベニア州，ニュージャージー州，メ

リーランド州）が合同で設立したPJM卸電力市場がある。

電力価格水準は一時期若干低下したが，現在は天然ガス

価格の高騰等もあり，自由化開始時とほとんど変化がな

い。しかし，安定した運営がなされている。

３．英国における電力自由化

３.１　英国電力市場の概要

英国は，1990年にヨーロッパで最初に電力自由化に着

手するとともに，それまでの国有発電・送電局を３つの

発電会社と１つの送電会社に分割・民営化した。また，

12の国有配電局も12の配電会社に民営化された。その後，

多くの新規参入があり，2002年現在，発電市場では60社，

小売市場では30社が事業展開している。

2000年末における電気事業者の保有する発電設備容量

は72,531MWであり，49％が火力発電，27％がコンバイ

ンドサイクル・ガスタービン発電，17％が原子力発電と

なっている（図３）４）。特に，1990年代以降，価格や環

境面で有利な天然ガスを用いたコンバインドサイクル・

ガスタービン（CCGT）の発電量が大きく増加している。

この石炭から天然ガスへの燃料転換は，地球温暖化ガス

（CO2）削減に大きく貢献した。

３.２　自由化の経緯

1989年７月に成立した「1989年電気法」により，国有

電気事業者が分割・民営化されるとともに，発電・大口

小売供給事業の自由化，卸電力取引所（プール制）の設

立，送配電網の公平なアクセスの確保が行われた。

1990年４月から１MW以上の小売市場自由化（需要家

の新規参入事業者への変更率は54％），1994年には１MW

～100kW（需要家の変更率47％），1998年には100kW以

下と順次自由化が進められ，1999年５月にすべての需要

家が電力会社を選択できることとなった。家庭用市場を

巡っては，ガス会社，航空会社，通信会社（Telecom

Plus），水道会社などが参入し，従来の配電会社から分

離した供給会社（2000年以降配電会社が小売を行う場合

には事業を分離しなければならなくなった）と競ってい

る。2001年11月15日時点で，全体の32％にあたる910万

件の顧客が旧一般供給事業者から新供給事業者に変更し

ている。特に航空会社として有名なVirgin Companyが，

London Electricityと提携して，Virgin Energyとして電力

を販売していることが注目されている５）。各小売事業者

は，価格の割引以外に，航空マイレージポイントサービ

スやショッピングポイントの提供，ガスと電力のパッケ

ージ供給など各種手段を用いて顧客獲得にしのぎを削っ

ている。

電力市場については英国独特のプール制市場が創設さ

れ，約10年間運営されたが，取引規則が硬直的でかつ市

場操作が容易なことなどから価格が期待されたほど低下

しなかった。そこで，2001年３月にプール制は廃止され，

新たな卸電力取引制度（NETA：New Electricity Trading

Arrangements）が導入された。

３.３　従来の電力市場取引制度（プール制）

自由化では，プール制度と呼ばれる英国独特の卸電力

取引制度が創設された。このプール制度は，発電会社は

プールへ電力を全量投入し，配電会社は同様にすべてプ

ールから電力を調達することが求められる強制プール制

である。価格は30分毎に一律の価格が決められる。発電

会社と配電会社が直接，契約を結んで電力を取引する相

対契約は認められない。図４にプール制電力供給体制を
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図２　米国各州の自由化状況
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図３　英国の発電電力量とエネルギー種別
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示す。

プール市場に参加する発電事業者はプールから提示さ

れた予想電力需要をもとに前日の10時までに入札量（発

電量）と入札価格をプールに提示する。プールでは入札

価格の安い順に落札者（発電所）を決めていき，その電

力量を合算する。電力量の総和が予定需要量を超えた時

点で落札を終了し，その入札者（発電所）の価格（落札

最高値）が市場価格となり，低額で入札した発電所を含

めた，すべての発電所の売電価格として適用される。し

たがって，最後の入札者が市場価格決定権をもつことと

なる。英国では旧電力会社系の２社で全発電量の90％を

占めていたため，ほとんどの場合この２社により価格が

決められることとなった。さらに，価格決定に需要家側

の参加の余地がないため，市場メカニズムが働きにくか

ったこともあり，当初は料金低下に一定の効果を挙げた

が，最近では卸価格の高止まり傾向が続き，期待された

ほど低価格化は進まなかった。そこで，より有効な競争

を促進するために新しい電力取引制度（NETA）が導入

されることとなった。

３.４　新しい電力取引制度（NETA）

新しい電力制度では，従来のプール市場取引を廃止し，

取引は原則的にすべて発電事業者，供給事業者，需要家，

私設取引所事業者，などの市場参加者に任せることとし

た。また，電力取引所を通さない契約も可能とし，長期

相対契約も自由に締結できるようになった。図５に新し

い電力供給体制を示す。

先物取引はNational Grid Co.（NGC）とは異なるマー

ケットオペレーター（2001年３月現在４社）により運営

される。比較的長期契約で取引され，市場参加者にはオ

ープンな価格が表示される。先渡契約は，取引所を通さ

ず，直接またはブローカーを通じて取引を行う。短期取

引は電力受渡しの24時間～3.5時間前までに取引される

市場で，マーケットオペレーターが運営する。先物契約

が実情に合うように調整するために設けられた市場であ

る。需給調整取引は，電力受渡しの3.5時間前から取引

される市場である。NGCがシステムオペレーターとし

て需給調整を目的に行う取引であり，NGCの想定需要

量と先物市場，短期市場，相対取引による契約量の差分

を取引する。インバランス決裁は同時同量との乖離や送

電制約による需給インバランスの調整分を取引する。

３.５　NETA導入効果

電力市場スポット価格は新しい市場導入の検討が開始

された1998年に比べ40％下落し，2001年３月～2002年３

月の１年間では，ベースロード価格で20％，ピーク価格

で27％下落した。ただし，この下落は新制度の効果とと

もに，この10年間に大量に建設された天然ガスコンバイ

ンドサイクル発電所が稼働を開始し，発電市場が設備過

剰状態になったことにもよるといわれている６）。この卸

価格の急落により，原子力発電会社のBE社は原価割れ

での売電を余儀なくされ，経営危機に陥り，政府の支援

を受ける事態となっている。図６に自由化以降の卸価格

の推移を示す７）。

いずれにしても，NETAは今後の電力自由化の市場モ

デルの本命と目されており，世界からその成否が注目さ

れている。

４．カリフォルニア州における電力自由
化の失敗

４.１　電力供給の概要と自由化の経緯

カリフォルニア州の面積は42.4万k裃であり，日本の

約1.1倍に相当し，電力需要は約2,600億kWhと，東京電

力に匹敵する。電源は州内だけでは賄うことができず，
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図５　新しい電力供給体制（NETA）
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約２割の電力を州外から輸入している。州内の発電設備

容量は，1988年の5,513万kWから1998年には5,235万kW

と278万kW減少していた。また，厳しい環境規制のため，

州内における発電所の新設は困難であった。一方，電力

需要は増加し続けており，1991年から1998年にかけて

10％増加（ピーク時電力では25％増）していた。そのた

め，ピーク電力に対する供給能力（予備率）は1993年の

15％から1998年には６％まで低下していた。

自由化前は，発送電一貫体制の大手３社（PG＆E社，

SCE社，SDG＆E社；３社合計売上シェア85％）と公営

電気事業者および地方電気協同組合等により電力供給が

行われていた。1997年の電力小売価格は，民生用で11.4

¢/kWh，産業用で6.8¢/kWhと全米平均に比べ各々

36％および51％高価であり，電力規制緩和による価格引

下げが強く要望された。

４.２　電力自由化の概要

1998年３月31日から小売の全面自由化が開始され，同

時に10％の電力料金引下げも行われた。既存の大手電力

３社は発電施設を売却するよう求められ，最長2002年ま

でがその移行期間と設定された。その間３社はすべての

電力を電力取引所（PX）から調達することが義務付け

られた（強制プール制の適用）。一方，新規参入事業者

はPX以外の市場や市場外で相対取引をすることも認め

られた。

送電ネットワークは公平な利用を確保するために，３

大私営電力会社の送電設備の系統運用機能は独立系統運

用機関（ISO：Independent System Operator）へ移管さ

れた。図７にカリフォルニア州の電力供給体制を示す。

自由化に伴い３大電力会社に対してストランディッ

ド・コスト（回収不能投資）＊１が認められ，コスト回収

が終了するまで，もしくは2002年３月までのいずれか早

い時期まで小売価格が凍結されることとなった。これは，

当初2002年までに20％程度卸電力価格が低下すると見込

まれており，自由化実施時の10％引下げ分との差額（ヘ

ッドルーム）を回収原資とすることを目的としていた。

この取決めが2000年５月以降の卸価格暴騰の際に逆ざや

となり，電力会社倒産を招いた。

４.３　自由化市場崩壊の経緯

自由化とともに新規参入者の顧客数，販売電力量のシ

ェアは徐々に拡大し，2000年５月までに産業用では顧客

数で約２割，販売電力量で約３割の需要家が新規参入者

に切替えた。しかし，2000年の夏は猛暑で電力消費が急

増したことに加え，ワシントンやオレゴン州から輸入し

ていた電力供給量が逼迫し，需要に対して電力供給量が

追いつかない状態が続いた。さらに，発電燃料源である

天然ガスの価格が高騰したことから，2000年６月には，

電力卸売価格は前年比270％まで高騰し，さらに12月に

は1 ,000％に達した。この間，すでにストランディッ

ド・コストを回収し，小売料金凍結を解除していた

DG＆E社は，高騰した卸電力料金を消費者に転嫁し，

１kW当り３¢だった料金を21¢に値上げした。

一方，小売料金が凍結されていたSCE，PG＆Eの２社

は経営状態が悪化し，2001年４月に連邦破産法の適用を

申請した。また，電力卸市場（PX）は2001年１月に廃

止され，電気事業は州の管理下におかれることとなった。

州水資源局が長期契約により電力を代理調達し，その財

源として100億ドルの州債（州民負担）を発行するとと

もに，小売価格を40％値上げした。

４.４　自由化失敗の原因

多くの要因が複合的に絡んだ結果であるが，基本的に

は電力の需給バランスが確保できなかった点が最大の要

因である。競争が機能するためには十分な発電能力と送

電能力が必要であるが，自由化当初からその能力がぎり

ぎりであったため，電力需要増に対応できなかった。一

方，制度的観点からは，完全自由競争への移行期間とし

て，準強制プール制をとっていたため，英国の場合と同

じように，市場原理が十分に働かず，一層の価格高騰を

招いたことが挙げられる。

５．その他の国・地域における電力自由化

５.１　PJM（米国）の電力自由化

PJMはペンシルベニア州とニュージャージー州および

メリーランド州の電力会社により構成され，1956年に設

立された米国北東部の独立系統運用機関であり，かつ，

卸電力市場の管理も行う機関でもある。現在，PJMの対

象エリアは上記の３州とデラウェア州，バージニア州，

ワシントンD.C.であり，北米最大の電力システム運用を

行っており，1999年に小売完全自由化を開始した。

市場形態は完全プール制であるが，英国やカリフォル

ニア州と異なり，取引形態として相対取引や長期電力取

引が可能となっている。また，小売事業者に対して予備

率（現在は19％）を含む発電設備容量確保を義務付けて
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いる。このように多様な取引形態の許容と容量確保によ

りカリフォルニア州の電力危機時においても電力供給不

安を引き起こさず，自由化の成功モデルとして評価され

ている。しかし，一時は新規参入が進み，顧客の３割以

上が新規事業者に切替えたが，天然ガス価格の高騰等に

より卸電力価格が上昇し，安価な電力を供給することが

困難となった新規事業者の撤退が相次ぎ，地元電力会社

に戻らざるを得ない状況も起きている。産業用電力小売

料金を見ると1995年から1999年まではほぼ６¢/kWh一

定で推移していたが，2000年には４¢/kWhまで低下し

た。しかし，2002年には再び自由化前の水準まで上昇し

ている。

とはいえ，自由化市場が大きな破綻もなく運営されて

いる要因としては，発送電等のインフラに余裕があった

こと，以前から複数の発電会社が協調して運営しており

ノウハウを持っていたこと，完全自由化まで段階的なス

テップを踏んだこと，多様な取引形態の採用などが挙げ

られる。

５.２　ドイツの電力自由化

ドイツは1998年４月に「改正エネルギー法」が発効し，

完全自由化体制となった。ドイツの電気事業は国内総発

電量の約90％を独占的に供給する８大電力会社と，約

900の小規模地域電力会社や自治体事業者により構成さ

れていた。自由化とともに８大電力会社も国内外資本に

よる合併，事業統合が行われ，現在では４つのグループ

に収斂しつつある。自由化当初は各電力会社の激しい競

争が起こり，他の欧州諸国よりも高かった電気料金は，

産業用で２～３割安くなったが，原子力発電所の閉鎖を

進めるための再生可能エネルギー発電コストの料金への

転嫁等により，最近では値上げ傾向に転じている８）。国

内に設置された電力取引所を通しての販売電力量は国内

販売電力量の約７％であり，ほとんどが相対取引で販売

されている。図８にドイツの電力供給体制を示す。

ドイツにはプール市場や細かいルールはなく，唯一導

入されたのは電力託送に関する制度のみであるが，自由

化前の電力料金が高かったことや，既存の電力会社間の

競争が激しくなったことにより，他国に比べ大幅な低価

格化が実現された。但し，電力会社の契約を他社に変更

した需要家は４～７％に過ぎない。

５.３　日本における電力自由化

日本でも 2000年３月より，全電力量の26％にあたる

20kV以上かつ2,000kW以上の特別高圧・大口需要家を対

象とした部分電力自由化がスタートしたが，2001年８月

現在で売電会社が契約した電力量は電力市場全体の

0.09％，対象電力量の0.39％に過ぎない。今後，2004年

を目途に6,000V，500kW以上の高圧需要家，2005年を目

途に50kW以上の高圧需要家に対する自由化が行われる

予定であり，2007年に低圧・一般用需要家への全面自由

化の検討が開始されることとなっている。日本における

電力自由化はまだその緒についたばかりといえる。

６．電力自由化とニュービジネス

６.１　マルチユーティリティ事業

電力や通信の自由化に伴い，これまで独立していた電

気，通信，ガス，水道等のユーティリティサービスを一

括して顧客に販売するマルチユーティリティ化が進んで

いる。

最も成功しているといわれる米国ワシントン州のタコ

マパワー社は，豊富な水力発電資源を使って卸売市場に

進出するとともに，1998年以降の３年間で市内周辺に約

1,000kmの光ファイバを敷設し，ケーブルTV事業や高速

インターネットサービスにより顧客を取り込んでいる
９）。2001年末現在のCATVの顧客は19,400件，CATV経由

のインターネットサービス顧客は2,530件である（タコ

マ市世帯数78,500，人口20万人弱）。同社では現在この

ネットワークを用いた自動検針や負荷管理サービスなど

の付加価値サービスを行う検討も進めている。自動検針

は既存メーターを取替える必要があるが，ケーブルTV

販売のように無料設置・１カ月の無料試用等のキャンペ

ーン販売も視野に入れている。

また，通信分野以外では，ミズリー州の電力会社

Western Resource社がホームセキュリティサービスに参

入した事例もある。

６.２　メータリングビジネス

メータリングビジネスは需要家の電力使用パターンを

知ることができることから，さまざまなビジネス展開が

図れる可能性がある。その代表的な事業として決済サー

ビスが挙げられる。電力小売自由化では，電力を小売す

るまでに送電線の利用，アンシラリーサービスの利用，

発電，配電線利用，メーター利用等さまざまなサービス

を利用しなければならない。これらの決済は非常に煩雑

であることから，ビジネスとして成り立つ可能性がある。

また，電力で成功すれば，他のエネルギー，電話，水道

などのユーティリティサービス全般のメータリングと決

済に展開していくことが可能となる。STAR Date

Service社はSV90というシステムを開発し，英国のUKデ
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ータコレクションサービス社がこのシステムを用いて決

済サービスを行っている。

６.３　エネルギーサービスカンパニー（ESCO）

ESCOは省エネルギー改修を実施し，それによって浮

いたエネルギー費用を原資として資金の回収を行う事業

である。一時期，米国でブームとなり，日本でも何社か

が事業化を進めた。しかし，以前から省エネ意識が高か

った日本ではすでにかなりの省エネ施策が実施されてお

り，ESCOによる費用削減量（事業収入）が少なく，ほ

とんど事業として成立していない。米国においても

ESCO単独の事業は困難となりつつあり，メータリング

サービスの一環として決済サービスと抱き合わせて顧客

利便性を高めるサービスとして実施される方向にある。

６.４　バーチャル・パワープラント（VPP）

各地に置かれている分散型電源を，通信ネットワーク

とソフトウェアを使って一括制御・管理して電力供給の

平準化や系統安定化，大規模発電所の代替および夏季に

高騰する卸電力価格への対応などを目的とした事業であ

る。「バーチャル・パワープラント」は米国Encorp社が

開発・導入した，パソコンを利用した簡易なネットワー

クを用いた運用制御システムの商品名であり，1996年よ

り販売されている。カリフォルニア州の電力危機問題も

あり，2001年には全米で1,000台の非常用発電機を制御

して，総設備容量は300MWに達した。しかし，その後

の電力危機収束に伴ない市場ニーズは縮小しつつある。

７．まとめ

（１）電力自由化の歴史はまだ５～10年と浅く，各国と

も実市場を用いた実験段階といえる。インフラの状況や

環境条件が市場へ与える影響が大きいことから，普遍的

な最適モデルも存在しない。

（２）自由化を行った国では，その直後は，電気料金は

低下している。ただし，市場原理だけではなく，料金引

き下げ規制や気象条件，燃料価格などの要因もあり，自

由化に伴う価格への影響はさらに検証する必要がある。

（３）短期卸電力料金は燃料価格の変化や気象条件等で

大きく変動することから，これらを長期的に吸収する仕

組みがないとカリフォルニア州のような問題が発生す

る。

（４）電力取引市場をプール制とした場合，強力な少数

の市場支配者がいると，その事業者による価格操作が行

われやすい。

（５）電力取引市場が任意プール制の場合には，プール

市場取引は全体の１～２割程度であり，ほとんどが相対

取引である。すなわち，電力取引では安定供給が保証さ

れる長期相対契約を結ぶ傾向が強い。

（６）取引形態等の規制が少ないほど自由化が成功して

いる傾向にある。

（７）小売供給事業者に多くの業界から参入しているが，

現実には既存の電力会社系列もしくは外国電力会社によ

りM＆Aされた会社が多い。英国では30社のうち既存電

力会社系列９社，米国電力会社系列６社，ガス会社系列

３社，フランス電力会社系列３社，通信会社系列１社等

となっている。

（８）電力自由化に伴ない多くのニュービジネスの登場

が期待されたが，エンロン社の破綻以来大々的に展開す

る新興企業は見られない。

（９）メータリングサービス，ESCO等はニュービジネス

として期待されたが，現在のところ他の事業に付属した

サービス付加価値向上手段の位置付けにある。

〔注記〕

＊１　ストランディッド・コスト：電力規制の変更・自由化を

行った際に，それまでの投資による発電設備や電力購入契約

が新しい市場価格と合わなくなり，それにかかわる投資や費

用が回収不能になった場合の市場価格との乖離分をいう
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Synopsis

Electricity Restructuring and New Energy Businesses Overseas

Toshiyuki SUGIURA

Restructuring of the electric power industry proceeds in many countries around the world at various speeds and under diverse trading

arrangements. In Germany and other parts of northern Europe, the market is functioning well and the price of wholesale electricity is dropping.

In the United Kingdom and some parts of the United States including California, however, the original plan is not proceeding as expected, and

in some cases, trading arrangements have been revised or restructuring frozen. Success in electricity restructuring is not simply a matter of

selecting the best trading arrangement. It is also dependent on the market environment, i.e., the number of electric power companies, market

scale, type of power sources, balance between supply and demand, and electricity price levels.

In the United Kingdom, the electric power market had operated for about ten years under a forced pool-based trading arrangement, but

wholesale prices did not drop as much as expected. This situation led to the introduction of New Electricity Trading Arrangements (NETA) in

2000 resulting in the abolishment of the pool-based system and greater choice in trading. Wholesale prices in 2001 fell by 40% compared to

1998 levels.

Meanwhile, in the state of California, a weak power infrastructure led to an imbalance in supply and demand resulting in a jump in whole-

sale prices and a collapse in the power market. On the other hand, electricity restructuring in Pennsylvania, New Jersey and Maryland (PJM)

and Germany is proceeding in a relatively smooth manner.

New businesses such as multi-utility companies and metering services are appearing as a result of restructuring, but great success stories

have yet to be heard. 

In summary:

(1) A universal, optimal market model for electricity restructuring does not exist.

(2) Electric power price drop immediately after restructuring.

(3) For pool-based electricity trading arrangements, the presence of a powerful market player means that prices can be easily manipulated.

(4) Restructuring is more successful under trading arrangements with fewer regulations.

(5) In actuality, existing power companies and their affiliates are strong.

(6) While the appearance of many businesses was expected with the restructuring of the electric power industry, new enterprises involved

in the large-scale development of energy businesses have not been seen since the collapse of Enron Corporation.


